
 

 

 

東京都健康長寿医療センターで実習する方の遵守事項 

  

 当院で病院実習される皆さんは以下の事項を遵守してください 

① 実習１週間前から健康観察と感染予防行動を徹底し、「健康観察調査

票」を毎日記入し、実習初日に持参してください。 

② 実習期間中も健康観察と感染予防行動を徹底し、「健康観察調査票」の

記入を継続してください。 


